
東海旅客鉄道株式会社ＩＣカード乗車券運送約款の一部改正（参照条項の訂正に伴う改正） 

現行 改正 

 

別表第２（第７条の３） ＴＯＩＣＡ乗車券乗降可能駅 

（略） 

 

 

別表第２（第７条第５項） ＴＯＩＣＡ乗車券乗降可能駅 

（略） 

 

附則 

この通達は、2025年 10月１日から適用する。 


